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国保特定健診は生活習慣病を発見するための健診です。年に１回必ず受診して、生活習慣病を予防しましょう。問保険年金課☎70・5617

所
得
税
、
市
・
県
民
税
の

所
得
税
、
市
・
県
民
税
の

申
告
は
お
早
め
に

申
告
は
お
早
め
に

の
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

❶
所
得
税
の
確
定
申
告
を
し

た
❷
同
一
世
帯
で
扶
養
さ
れ
て

い
る
❸
昨
年
中
の
収
入
が
給
与

の
み
で
、
年
末
調
整
済
み
の
給

与
支
払
報
告
書
が
勤
務
先
か
ら

市
に
提
出
さ
れ
て
い
る
―
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方
は
、
不

要
で
す
。

　

受
け
付
け
は
土
・
日
曜
日
と

祝
日
を
除
き
、
１
月
31
日（
金
）

ま
で
は
市
役
所
税
務
課
市
民
税

担
当
（
窓
口
棟
２
階
５
番
窓

口
）、
２
月
３
日
〜
３
月
17
日

は
市
役
所
７
階
市
民
展
示
ホ
ー

ル
で
行
い
ま
す
。

　

持
ち
物
は
▼
印
鑑
▼
昨
年
中

の
収
入
が
分
か
る
資
料
（
源
泉

徴
収
票
や
給
与
支
払
者
の
証
明

書
な
ど
）
▼
昨
年
中
に
支
払
っ

た
社
会
保
険
料
や
国
民
年
金
保

険
料
、医
療
費
、生
命
保
険
料
、

地
震
保
険
料
な
ど
の
領
収
書
―

で
す
。　

　

問
税
務
課
☎
70
・
５
６
１
１
。

市・県民税の申告が必要か確認をお願いします市・県民税の申告が必要か確認をお願いします
26年１月１日に居住の
市区町村に確認してください

申告は不要です

申告は必要です

申告は不要です申告が必要です

申告は不要です申告が必要です

申告は不要です

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい
はい

いいえ

給与収入のみの
場合

注：扶養者が同
一世帯でない場
合は申告が必要
です

公的年金収入のみの
場合

そ
の
他
の
場
合

はい

いいえ

いいえ はい

いいえはい

65歳未満（昭和24年１月２日以後生まれ）
で公的年金収入が102万円以下

65歳以上（昭和24年１月１日以前生まれ）
で公的年金収入が152万円以下

勤務先から市に給与支払
報告書が提出されますか
（勤務先の担当者にお問
合せください） 公的年金の源泉徴収票に記載さ

れている控除以外の控除（扶養・
生命保険など）を追加しますか

26年１月１日に綾瀬市内
に居住していましたか

税法上の扶養親族に
なっていますか

25年中に課税対象の収入
（給与・年金など）があ
りましたか（雇用保険、
遺族年金、障害者年金は
課税対象の収入ではあり
ません）

所得の合計
が32万円を
超えますか

税務署に確定申告をしますか

はい

申告が
必要です

いいえ

表 1　市役所に開設する所得税の申告窓口
実　施　日 受付時間 場 所 対　　象

2 月５日（水） 税
理
士
無
料
相
談

9：00～11：30
13：00～15：00 市

役
所
７
階　
　

市
民
展
示
ホ
ー
ル

（所得）
 給与・年金・一時　　
 以外は受け付けできません。
（控除）
 医療費、社会保険料、生命保険料など
 ※ ２月５・６・10日は提出のみの場合は、
Ｊ１－１会議室（受付時間は９：00
～11：30）

 ※土・日曜日は除く

2月６日（木） 9：00～11：30
13：00～15：00

2 月10日（月） 9：00～11：30
13：00～15：00

2 月17日（月）
～ 3月17日（月）

8：30～11：00
13：00～15：30

※混雑状況により受付締切時間が早まる場合があります　
※相談後の確定申告は電子的送付を行います

表 2　確定申告などに関する問い合わせ先
内　容 受付時間 対　　象
確定申告
譲渡所得

2月17日（月）
　～ 3月17日（月）

大和税務署
☎046・262・9411
（自動音声による
番号選択）

贈 与 税 2月3日（月）
　～ 3月17日（月）

消 費 税 3月31日（月）まで

一
部
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
な
ど
も

一
部
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
な
ど
も

確
定
申
告
の
医
療
費
控
除
の
対
象
で
す

確
定
申
告
の
医
療
費
控
除
の
対
象
で
す

　

訪
問
看
護
な
ど
一
部
の
介
護

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
分
が

医
療
費
控
除
の
対
象
と
な
り
ま

す
。

　

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
が
発
行
す

る
領
収
証
（
対
象
と
な
る
旨
の

記
載
が
あ
り
ま
す
）
を
添
付
し

て
、
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を

受
け
て
２
年
目
以
降
の
方
に
、

医
師
が
発
行
す
る｢

お
む
つ
使

用
証
明
書｣

の
代
わ
り
と
な
る

「
介
護
保
険
主
治
医
意
見
書
内

容
確
認
証
明
書
（
医
療
費
控
除

証
明
用
）｣

を
交
付
し
ま
す
。

　

要
介
護
認
定
を
受
け
、
一
定

の
要
件
を
満
た
す
方
は
障
害
者

控
除
を
受
け
ら
れ
ま
す
。
控
除

に
必
要
な
「
要
介
護
認
定
者
に

お
け
る
障
害
者
控
除
対
象
者
認

定
書
」
を
交
付
し
ま
す
の
で
、

そ
れ
ぞ
れ
必
要
な
方
は
高
齢
介

護
課
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

問
同
課
☎
70
・
５
６
３
６
。

市
役
所
で
の
確
定
申
告
は

２
月
17
日
〜
３
月
17
日

　

大
和
税
務
署
で
は
、
表
１
の

日
程
で
市
役
所
に
申
告
窓
口
を

開
設
し
ま
す
。

　

主
な
収
入
が
営
業
・
農
業
な

ど
の
事
業
所
得
、不
動
産
所
得
、

分
離
譲
渡
所
得
、
退
職
所
得
の

方
、
青
色
申
告
を
す
る
方
、
住

宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け

る
方
は
、
税
理
士
か
同
署
に
申

告
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

持
ち
物
は
▼
印
鑑
▼
25
年
分

源
泉
徴
収
票
▼
支
払
社
会
保
険

料
の
年
間
集
計
額
（
国
民
年
金

保
険
料
が
あ
る
場
合
は
、
保
険

料
の
証
明
書
）
▼
各
種
控
除
証

明
書
▼
24
年
分
の
確
定
申
告
を

し
て
い
る
方
は
、
そ
の
控
▼
申

告
す
る
方
の
銀
行
な
ど
の
口
座

番
号
の
控
え
（
還
付
の
場
合
に

必
要
）
▼
筆
記
用
具
▼
電
卓
▼

申
告
書
（
届
い
た
方
の
み
）
▼

医
療
費
控
除
を
受
け
る
方
は
25

年
中
の
医
療
費
の
領
収
書
と
健

康
保
険
な
ど
か
ら
戻
っ
て
き
た

金
額
の
分
か
る
も
の
―
で
す
。

お
願
い

期
間
中
は
駐
車
場
が
混
雑

す
る
の
で
、
バ
ス
な
ど
の

交
通
機
関
を
利
用
し
て
く

だ
さ
い
。

大
和
税
務
署
で
の

確
定
申
告
受
け
付
け

　

同
署
で
は
２
月
３
日
〜
３
月

17
日
確
定
申
告
書
作
成
会
場
を

設
置
し
ま
す
の
で
、
作
成
の
た

め
に
来
署
す
る
場
合
は
、
こ
の

期
間
に
来
て
く
だ
さ
い
。
土
・

日
曜
日
は
閉
庁
の
た
め
、
申
告

は
で
き
ま
せ
ん
（
２
月
23
日
と

３
月
２
日
の
各
日
曜
日
は
、
確

定
申
告
の
指
導
受
け
付
け
を
行

い
ま
す
）。　

　

給
与
所
得
者
や
年
金
受
給
者

で
、
医
療
費
控
除
・
住
宅
借
入

金
等
特
別
控
除
な
ど
を
受
け
る

方
や
、
昨
年
会
社
を
中
途
退
職

し
年
末
調
整
を
し
て
い
な
い
方

な
ど
、
所
得
税
の
還
付
申
告
提

出
の
み
の
場
合
は
、
１
月
か
ら

受
け
付
け
が
で
き
ま
す
。

　

自
書
や
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
の
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー

ナ
ー
で
作
成
し
た
申
告
書
を
郵

送
で
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
封
筒
に
申
告
者
の
住
所
、

氏
名
を
記
入
し
、
同
署
へ
郵
送

し
て
く
だ
さ
い
。
確
定
申
告
書

な
ど
の
控
が
必
要
な
方
は
、
返

信
先
を
記
入
し
、
切
手
を
貼
っ

た
返
信
用
封
筒
を
同
封
し
て
く

だ
さ
い
。

　

土
地
・
建
物
・
株
式
の
売
却

や
贈
与
を
受
け
た
方
は
同
署
へ

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

期
間
中
は
大
変
混
み
合
い
ま

す
の
で
、
還
付
申
告
は
早
め
に

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

閉
庁
日
の
土
・
日
曜
日
と
祝

日
に
申
告
書
を
提
出
す
る
方

は
、
同
署
に
備
え
付
け
の
「
時

間
外
収
受
箱
」
を
利
用
す
る
か

郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
国
税
庁
Ｈw

w
w
.

nta.go.jp

。

便
利
な
ｅ

－

Ｔ
ａ
ｘ

（
所
得
税
電
子
申
告
）

■
手
続
き
は
簡
単

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
で

作
成
し
た
デ
ー
タ
を
直
接
申
告

で
き
ま
す
。 

■ 

添
付
書
類
の
提
出
・
提
示
は

不
要

　

医
療
費
の
領
収
書
や
源
泉
徴

収
票
な
ど
を
提
出
す
る
代
わ
り

に
、
記
載
内
容
を
入
力
し
て
送

信
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
確

定
申
告
期
限
か
ら
５
年
間
は
、

添
付
書
類
の
提
出
や
提
示
を
求

め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）。

　

詳
し
く
は
Ｈw

w
w
.e-tax.

nta.go.Jp

か
大
和
税
務
署
☎

０
４
６
・
２
６
２
・
９
４
１
１
。

確
定
申
告
無
料
相
談

　

税
理
士
な
ど
に
よ
る
小
規
模

納
税
者
な
ど
の
無
料
申
告
相
談

を
行
い
ま
す
（
日
時
は
表
１
の

と
お
り
）。

　

年
金
・
給
与
所
得
者
の
所
得

税
の
申
告
が
対
象
で
す（
土
地
・

建
物
や
株
式
な
ど
の
譲
渡
所
得

の
あ
る
場
合
を
除
く
）。

　

譲
渡
所
得
、
高
額
所
得
や
、

今
年
初
め
て
の
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
、
贈
与
所
得
、
青
色

申
告
な
ど
相
談
内
容
が
複
雑
な

場
合
は
ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

市
・
県
民
税
の
申
告

　

所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る

必
要
の
な
い
方
で
も
、
市
・
県

民
税
の
申
告
は
必
要
で
す
。
こ

れ
は
、
26
年
度
市
・
県
民
税
を

計
算
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
と

な
る
ば
か
り
で
な
く
、
介
護
保

険
・
国
民
健
康
保
険
・
福
祉
年

金
・
保
育
料
・
児
童
手
当
な
ど

の
算
定
基
礎
資
料
に
な
り
ま
す
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